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第３３号議案 

 

   草加市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 草加市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

 

   令和６年２月２７日提出 

 

                         草加市長 瀨 戸 百合子 
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提  案  理  由 
                

                

 市立病院が紹介受診重点医療機関として公表されることに伴い、選定療養費を見直す必

要を認めた。 

 これがこの条例案を提出する理由である。 
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   草加市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

 

 草加市立病院使用料及び手数料条例（昭和４０年条例第７号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第１項第９号を次のように改める。 

⑼ 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養（平成１８年厚生

労働省告示第４９５号）第２条第４号に規定する初診及び同条第５号に規定する

再診に要する額は、別表第２のとおりとする。 

第３条中「別表第２」を「別表第３」に改める。 

別表第２を別表第３とし、別表第１の次に次の１表を加える。 

別表第２（第２条関係） 

種別 金額（１回につき） 

医科 歯科 

初診 ７，７００円 ５，５００円 

再診 ３，３００円 ２，０９０円 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の第２条第１項第９号及び別表第２の規定は、この条例の施行

の日以後の初診及び再診に要する額について適用する。 
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  参  考  資  料                                                         

 

草加市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の新旧対照表 

 

旧 新 

  （使用料） 

第２条 条文略 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑻ 条文略 

 ⑼ 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養（平成１８年厚

生労働省告示第４９５号）第２条第４号に規定する初診に要す

る額 ２，７５０円 

 

 ⑽ 条文略 

 ～   ～  

 ⑿ 条文略 

２ 条文略 

～   ～  

４ 条文略 

 （手数料） 

第３条 病院における手数料は、別表第２のとおりとする。 

 

  （使用料） 

第２条 条文略 

⑴ 条文略 

 ～   ～  

 ⑻ 条文略 

 ⑼ 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養

（平成１８年厚生労働省告示第４９５号）第２条第４号に規定

する初診及び同条第５号に規定する再診に要する額は、別表第

２のとおりとする。 

 ⑽ 条文略 

 ～   ～  

 ⑿ 条文略 

２ 条文略 

～   ～  

４ 条文略 

 （手数料） 

第３条 病院における手数料は、別表第３のとおりとする。 
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別表第１（第２条関係） 

 表略 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第３条関係） 

別表第１（第２条関係） 

 表略 

 

別表第２（第２条関係） 

種別 金額（１回につき） 

医科 歯科 

初診 ７，７００円 ５，５００円 

再診 ３，３００円 ２，０９０円 

 

別表第３（第３条関係） 

  表略   表略 

 

 

 


